


医療費助成オンライン資格確認化システム改修事業

現状（導入前） 今後（導入後）

＜医療機関＞
①保険証と紙の受給資格証を窓口で確認
②窓口職員が目視で資格情報を確認し、システムに資格
情報を手入力

＜患者（市民）＞
①保険証と紙の受給資格証を窓口に提示

＜医療機関＞
①窓口に設置したマイナンバーカード読み取り機におい
て情報を取得するのみ
※保険証情報、資格情報を一度に取得し、システムに
は自動入力 → 実作業が０になる

＜患者（市民）＞
①窓口に設置したマイナンバーカード読み取り機にかざ
すのみ（紙の受給資格証の提示は必要なくなる）

医療機関
資格証の有効期限の確認や資格情報の記録に係る事務の省力
化及び事務コストの削減

市民（患者）
紙の資格証を持参する必要がなく、マイナンバーカード１枚
で受診が可能

自治体
資格証の発行や医療機関からの資格情報に係る問い合わせ対
応の省力化

導入メリット


